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文書による指摘の内容
指摘に
対する　
是正状況

備考

有限会社ミ
ウラ

室戸市 デイサービスあす
なろ

R6.7.11 １　運営規程に不足する事項（虐待の防止のための措置に関する
　事項）が認められた。
２　防災対策マニュアルの概要を掲示していないことが認められ
　た。
３　利用者のけがにより医療機関を受診した事例について、市町
　村への報告を行っていなかったことが認められた。

改善済

社会福祉法
人内原野会

安芸市 老人デイサービス
センター「いのく
ち」

R6.12.10 なし

株式会社優
心

須崎市 デイサービスしい
の実

R6.11.7 １　届出している事業所の平面図について、実態と相違している
　こと。加えて、運営規程の変更について、届出していないこと
　が認められた。

改善中

２　利用者に利用料を請求せず、受領していない事例が認められ
　た。

改善中

３　通所介護計画に沿った目標の達成状況について、記録がない
　事例が認められた。

改善中

４　通所介護計画書に、指定通所介護を行うのに要する標準的な
　時間を記載せず、現に要した時間で介護報酬の請求を行ってい
　た事例が認められた。

改善中

５　介護報酬の額の算定に当たり次のとおり不適切な事例が認め
　られた。
（１）指定通所介護を行うのに現に要した時間より多い時間で
　　所定単位数を算定。
（２）入浴を実施していない日について入浴介助加算を算定。　　　

改善中

株式会社レ
ザレクト

香南市 デイサービスセン
ターふじかわ

R6.6.20 なし

四国部品株
式会社

安芸郡安
田町

デイサービスセン
ターたいよう

R6.6.18 １　介護報酬の額の算定に当たり不適切な事例（送迎を行ってい
　ないにもかかわらず減算していない）が認められた。

改善済

社会福祉法
人かど福祉
会

高岡郡中
土佐町

デイサービスセン
ター上ノ加江

R6.6.6 １　居宅サービス計画の内容に沿った通所介護計画を作成してい
　ない事例が認められた。
２　生活相談員が、通所介護計画の内容を説明し、同意を得てい
　る事例が認められた。
３　利用者の家族の個人情報を用いる場合に、文書による同意を
　得ていない事例が認められた。

改善済
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